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当社のコーポレート・ガバナンスの状況は以下のとおりです。

Ⅰコーポレート・ガバナンスに関する基本的な考え方及び資本構成、企業属性その他の基本情報

１．基本的な考え方

　当社は、社会的ニーズである介護サービスを中心として、リハビリテーションを中心としたサービスを積極的に行い、より人間らしく生きるために
積極的な生活支援を行うことにより、社会に貢献することであります。

　当社は、これらの企業理念の実現のため、コーポレート・ガバナンスについて、当社の利害関係者と良好な関係を構築するに当たっての重要事
項と考えております。当社の意思決定や行動が法令や市場のルールに反していないかという適法性を重視するだけでなく、社会に貢献しているか
、社会の要請に反していないかという企業の社会性も重視しています。そして、コーポレート・ガバナンスが適確に機能するためには、徹底した透
明性が必要であると考えております。法令等で義務付けられた範囲に限定することなく、株主や投資家をはじめ、従業員、地域社会や顧客に対し
て積極的に情報開示を行っていく考えです。当社のコーポレート・ガバナンス体制の概要は以下のとおりであります。

　取締役会においては、中長期的な企業価値の向上を図り、独立・客観的立場での審議、監督を適切に行うため、取締役６名のうち社外取締役(
非常勤）を２名選任し、業務執行の迅速な意思決定や透明性を維持する組織を構築しております。また、取締役及び監査役の指名報酬等に係る
取締役会の機能の公正性・透明性・独立性・客観性を高めるとともに説明責任を強化し、更なるコーポレート・ガバナンスの充実を図るため、任意
の指名報酬委員会を設置しております。

　当社は2021年12月21日現在、監査役会設置会社でありますが、監査役の独立性と客観性を確保するため、監査役３名のうち社外監査役(非常
勤）を２名選任し、取締役会の業務執行の監督・監視機能を強化しております。

　内部監査につきましては、社長の直轄組織として内部監査室（６名）を設置しており、当社各事業部門が関係法令や社内規程を順守し、適切な
運営がなされているか監査・指摘・検証を行っております。

【コーポレートガバナンス・コードの各原則を実施しない理由】

[補充原則1-2 ②]

　当社は、株主が総会議案の十分な検討期間を確保することができるよう、招集通知に記載する情報の正確性を担保しつつ、少しでも早期に発送
できるよう取り組んでまいります。また、今後、招集通知に記載する情報は、株主総会の招集に係る取締役会決議から招集通知を発送するまでの
間に、TDnet や自社のウェブサイトを通じて電子的に公表できるよう体制を整えていく考えであります。

[補充原則1-2 ④]

　当社は、議決権電子行使プラットフォームの利用や招集通知の英訳は実施しておりません。今後、機関投資家や海外投資家の比率が増加する
場合は、導入を検討いたします。

[原則1-3]

　当社は、現時点において資本政策の基本的な方針について定めておりませんが、株主価値の中長期的な向上を目指す上で、事業の成長にあ
わせ機動的な資金調達を行うことを基本としております。剰余金の配当に関しては、当社が将来行う事業拡張や財務体質強化のための内部留保
の確保と株主への利益還元のバランスを総合的に勘案し、持続的な成長へと繋げることを資本政策の基本と考えております。

[補充原則2-4 ①]

　当社は、女性従業員や中途採用者の比率が高いことから、女性社員等の活躍が会社の持続的な成長を確保する上での必要事項と認識してお
ります。現時点において管理職（課長職以上）14名中、8名に女性を登用しております。当社は、女性・外国人・中途採用者の管理職への登用等で
特に制限は設けておらず、多様性の確保にも取り組んでおります。今後、中長期的な人材育成方針と社内環境整備方針については検討を進めて
まいります。

[補充原則2-5 ①]

　当社は、社内に内部通報窓口を設置し、電話、メール、FAX等のあらゆる手段で通報を受け付ける体制を整備しております。経営陣から独立した
窓口は設けておりませんが、内部通報規程において、情報提供者の秘匿と不利益取扱の禁止を定めるなど、適切に対応しております。

[原則3-1　情報開示の充実]

　当社は開示情報の充実につきまして、

（1） 企業理念を当社ホームページ等にて開示しております。

（2） コーポレート・ガバナンスの基本方針をコーポレート・ガバナンス報告書および有価証券報告書に記載しております。

（3） 取締役の報酬は、構成員の過半数が独立役員である任意の指名報酬委員会による答申を踏まえて、取締役の個人別の報酬等を決定してお

ります。役員報酬は「基本報酬（現金報酬）」のみとしており、取締役会が作成した役員報酬の原案を任意の指名報酬委員会において審議し、当
委員会の答申を踏まえて取締役会で決定いたします。

（4）取締役候補者の指名に際しては、構成員の過半数が独立役員である任意の指名報酬委員会による答申を踏まえて、人格見識に優れ、善管
注意義務や忠実義務を適切に果たす者であることに加え、さまざまな職務歴・専門分野を考慮し、偏りのない多様な観点から当社の企業価値向
上に資すると考えられる者を選出してまいります。

　また、解任については、上記の選定基準を満たさないことが明らかとなった場合、職務執行に不正または重大な法令・定款違反が認められた場
合などに、任意の指名報酬委員会による答申を踏まえて、取締役会において解任議案に係る議論を開始し、株主総会に提出する解任議案を決定
いたします。

（5） 取締役の選任・指名については、現時点では、社外取締役のみ個人別の経歴と選任理由を株主総会招集通知に記載しております。社内取締



役の選任理由については、次回、招集通知にて開示することを検討しております。また、解任理由については、株主総会に取締役・監査役の解任
議案を提出する際は、招集通知にその理由を記載いたします。

[補充原則3-1 ②]

　当社は、直近決算期の外国人投資家等の比率を踏まえ、英語版の会社案内やホームページ等は、現時点において、整備しておりません。今後
は海外投資家の構成比率等の推移を勘案したうえで、英語での情報の開示・提供の充実について検討してまいります。

[補充原則4-1 ②]

　当社は、介護付きの有料老人ホームを主力事業の一つとして、事業展開を図っておりますが、中期経営計画を策定するにあたり、介護付き有料
老人ホームの出店については、自治体毎に運営事業者の公募で選定されることが前提となっており、極めて不確実な要素を含んでおります。当
社の取締役等の経営幹部は、中長期の経営計画の策定において、これらの不確実な要素を前提にすべきでないとの考えから、中期経営計画の
策定は見送っております。

[補充原則4-1 ③]

　当社は、現時点において代表取締役の後継者の計画について具体的な議論は実施しておりません。また、社歴や代表取締役の年齢等を踏まえ
、喫緊の課題として後継者の育成計画について取締役会で具体的な議論は行っておりませんが、今後、その具体的なあり方について検討してま
いります。

[原則4-2]

　当社は、指名報酬委員会を設置しており、客観性・透明性ある手続に従い、報酬制度を設計し、具体的な報酬額を決定しております。中長期的
な業績と連動する報酬につきましては、持続的な成長に向けた健全なインセンティブとして機能するように必要に応じて検討してまいります。

[補充原則4-2 ①]

　当社の経営陣の報酬は、毎年定時株主総会後の取締役会において議案として掲げ、決定しております。なお、報酬制度の設計、中長期的な業
績と連動する報酬の設定については、原則4-2 に記載の通りであります。

[補充原則4-2 ②]

　当社は、企業価値の向上の観点から、サステナビリティをめぐる課題対応を経営戦略の重要な要素と認識しております。また、当社の持続的な
成長には人的資本・知的財産への投資等をはじめとする経営資源の配分や、事業ポートフォリオに関する戦略の実行が重要と考えており、これら
について取締役会が実効的に監督を行うための体制強化を検討してまいります。

[原則4-8]

　当社の独立社外取締役は、現時点において1名のみであります。社外監査役2名（内、1名は独立役員に選定）とともに、役員それぞれの専門分
野の豊富な経験と幅広い知見に基づき、経営監視機能を充分に発揮しておりますが、今後の当社の持続的な成長と中長期的な企業価値の向上
を実現させていくために、独立社外取締役の増員を検討してまいります。

[補充原則4-8 ①]

　当社では、独立社外者は2名（独立社外取締役1名、独立社外監査役1名）で、いずれも取締役会での意見交換を通じて、十分にその監視機能を
果たす責務を果たしていると考えており、現在のところ独立社外者のみを構成員とする会合を設置しておりません。

[補充原則4-11 ①]

　当社の取締役会においては、各取締役がもつ主たるスキル・キャリア・専門性を一覧化したマトリックスを作成しております。会社の組織体制に
応じた人数と専門分野の組合せを考慮して、取締役候補を決定しております。社内取締役については、任意の諮問機関として設置した指名報酬
委員会の審議結果を踏まえ、営業、財務・経理、リスク管理等に精通した役員を選任することで、知識、経験、能力のバランスに配慮しております
。社外取締役については、その経験、出身分野も含む多様性を意識し、選定しております。また、当該マトリックスその他取締役選任にかかる方針
等は、次回「第 41 回定時株主総会」の招集通知にて開示する予定であります。

[補充原則4-11 ③]

　当社は、社外を含めた取締役及び監査役全員からも取締役会等の場で、適時に業務執行取締役の評価や意見のヒアリング等を行うとともに、
取締役会の実効性の分析や評価についても意見交換を行っており、取締役会の実効性は確保されているものと判断しております。そのような観
点から、現時点においては取締役会全体としての実効性に関する分析・評価及びその結果の開示については実施しておりません。

[原則5-2]

　当社の主力事業である介護付きの有料老人ホームは、その出店について、自治体毎に運営事業者の公募で選定されることが前提となっており
、極めて不確実な要素を含んでいるため、経営計画の策定はしておりません。事業ポートフォリオの見直しや、設備投資・人的資本への投資等を
含む経営資源の配分等に関しては今後の経営課題と捉えており、経営戦略に関する議論をさらに深めてまいります。

[補充原則5-2 ①]

　当社は、事業ポートフォリオに関する基本的方針についての開示を準備し、準備ができ次第開示いたします。

【コーポレートガバナンス・コードの各原則に基づく開示】

[原則1-4　政策保有株式]

　当社は、当社の中長期的な企業価値向上に向け、業務提携や取引強化に必要と認められる場合を除き、原則として政策保有株式を保有いたし
ません。

[原則1-7　関連当事者間の取引]

　当社は、関連当事者間の取引につきましては 取締役会での審議・決議を要する旨、取締役会規程に定めております。また、各取締役に対して

該当事項がないかは、決算関連書類の作成に先立ち、年に一度定期的に確認 しております。

[原則2-6 企業年金のアセットオーナーとしての機能発揮]

当社は、現在時点で企業年金制度を導入しておりませんが、今後導入した際には適切に対応いたします。



[補充原則3-1 ③]

(1） 自社のサステナビリティについての取組み

　当社の取締役会は、様々なサステナビリティを巡る課題への対応は、リスクの減少のみならず収益機会にもつながる重要な経営課題であると認
識しております。中長期的な企業価値の向上の観点から、これらの課題に積極的・能動的に取り組むよう努めてまいる考えであります。

（2） 人的資本や知的財産への投資等

　当社は、介護サービスにおける人的資本や知的財産への投資について重要課題と位置づけております。介護に関する正しい知識と技術を身に
つけるための教育・研修に投資することは、より良い介護サービスを提供し、顧客満足度の向上に資すると考えております。

（3） 気候変動に係るリスク及び収益機会が自社の事業活動や収益等に与える影響について

　当社は、気候変動に係るリスク及び収益機会を巡る課題への取り組みが重要であると考えております。

脱炭素社会実現への責務を果たすべく、消費電力を削減のため、運営する老人ホームやデイサービスでの照明設備のＬＥＤ化、空調等設備の更
新等、省電力設備の導入等、適宜、更新していく考えであります。今後も更なるサステナビリティを巡る様々な課題への取り組みを実施してまいり
ます。

[補充原則4-1 ①]

　当社は、取締役会規程において、法令及び定款に定められた事項のほか、経営に関する重要な事項を取締役会に付議すべき事項として定めて
おり、それ以外の事項については、職務権限規程や業務分掌規程に基づき権限の委譲を行っております.。

[原則4-9　独立社外取締役の独立性判断基準及び資質]

　当社は、東京証券取引所が定める独立性基準に基づき社外役員の独立性を判断しており、社外取締役の選任にあたっては、当社の取締役とし
て必要な知識や経験、人格等と当該基準を満たす独立性を有した人物を候補者として選定しております。

[補充原則4-11 ②]

　当社取締役・監査役の他の上場会社役員などとの兼任数は、合理的な範囲にとどめられております。2021 年 6月24 日開催の第40回定時株主

総会開催時点における取締役・監査役の他の上場会社役員など重要な兼職の状況については、「第 40回 定時株主総会招集ご通知」をご参照く

ださい。

[補充原則4-14 ②]

　当社は、取締役に対し、上場会社役員としての役割・責務に係る理解を促進するとともに、当社の役員として適切な経営判断が行えるよう、定期
的に外部講師によるセミナーに参加する機会を提供し、その費用は会社が負担することとしております。加えて、新任の取締役に対しては、各事
業部門の責任者から、会社事業に関する説明を実施するとともに、現場視察等の機会を提供しております。

[原則5-1　株主との建設的な対話に関する方針]

当社は、株主との建設的な対話を通じて、持続的成長と中長期的な企業価値向上を実現すべく、以下の対応を実施しております。

（1） ＩＲについては総務部が担当しており、IR活動全般について統括しております。

（2） 株主との対話については、社長を筆頭とする幹部および関連各部とその内容を検討し、説明者の選定も含め、適切な対応を行うように努めて

おります。

（3） 株主総会のほか個別面談等の機会を通じて、合理的な範囲で株主との対話の一層の充実に取り組んでおります。

（4） 株主との対話の場を通じて寄せられた株主の意見は、取締役会等で情報共有し、経営戦略に反映するよう努めております。

（5） 対話に際しては、社内規程に基づき未公表のインサイダー情報の管理を徹底しております。

（6） 株主・投資家の当社の事業内容に対する理解が促進されるように、ホームページを通じてタイムリーな情報還元に努めております。

（7） 株主名簿管理人より、６ヵ月に１度、情報を入手するなど、株主構造の把握に努めております。

２．資本構成

外国人株式保有比率 10%未満

【大株主の状況】

氏名又は名称 所有株式数（株） 割合（％）

山崎　嘉忠 2,915,400 25.40

大和ハウス工業株式会社 918,000 8.00

シダー取引先持株会 670,600 5.84

座小田　孝安 574,100 5.00

有限会社タチバナ 346,600 3.02

富士産業株式会社 264,400 2.30

株式会社日本カストディ銀行（信託Ｅ口） 254,800 2.22

久保　賢司 253,000 2.20

西日本ユウコー商事株式会社 241,000 2.10

株式会社ＳＢＩ証券 212,463 1.85

支配株主（親会社を除く）の有無 ―――

親会社の有無 なし



補足説明

―――

３．企業属性

上場取引所及び市場区分 東京 JASDAQ

決算期 3 月

業種 サービス業

直前事業年度末における（連結）従業員
数

1000人以上

直前事業年度における（連結）売上高 100億円以上1000億円未満

直前事業年度末における連結子会社数 10社未満

４．支配株主との取引等を行う際における少数株主の保護の方策に関する指針

―――

５．その他コーポレート・ガバナンスに重要な影響を与えうる特別な事情

―――

Ⅱ経営上の意思決定、執行及び監督に係る経営管理組織その他のコーポレート・ガバナンス体制の状況

１．機関構成・組織運営等に係る事項

組織形態 監査役設置会社

【取締役関係】

定款上の取締役の員数 7 名

定款上の取締役の任期 2 年

取締役会の議長 社長

取締役の人数 6 名

社外取締役の選任状況 選任している

社外取締役の人数 2 名

社外取締役のうち独立役員に指定され
ている人数

1 名



会社との関係(1)

氏名 属性
会社との関係(※)

a b c d e f g h i j k

中村　儀成 他の会社の出身者

安成　信次 他の会社の出身者 ○

※　会社との関係についての選択項目

※　本人が各項目に「現在・最近」において該当している場合は「○」、「過去」に該当している場合は「△」

※　近親者が各項目に「現在・最近」において該当している場合は「●」、「過去」に該当している場合は「▲」

a 上場会社又はその子会社の業務執行者

b 上場会社の親会社の業務執行者又は非業務執行取締役

c 上場会社の兄弟会社の業務執行者

d 上場会社を主要な取引先とする者又はその業務執行者

e 上場会社の主要な取引先又はその業務執行者

f 上場会社から役員報酬以外に多額の金銭その他の財産を得ているコンサルタント、会計専門家、法律専門家

g 上場会社の主要株主（当該主要株主が法人である場合には、当該法人の業務執行者）

h 上場会社の取引先（d、e及びｆのいずれにも該当しないもの）の業務執行者（本人のみ）

i 社外役員の相互就任の関係にある先の業務執行者（本人のみ）

j 上場会社が寄付を行っている先の業務執行者（本人のみ）

k その他

会社との関係(2)

氏名
独立
役員

適合項目に関する補足説明 選任の理由

中村　儀成 ○ ―――

　医療機関および福祉施設での幅広い経験と
見識を有し、取締役会の意思決定の妥当性・
適正性を確保するための助言・提言を頂けるも
のとして社外取締役に選任しております。また
、独立性の要件を満たしており、一般株主と利
益相反の生じるおそれはないと判断し、独立役
員に指定するものであります。

安成　信次 　

　当社は、安成信次氏が代表取締役を勤
める株式会社安成工務店と本社ビルの建
築請負契約を締結する予定でありますが
、施工発注にかかる取引条件は、一般的
な商慣行に基づき決定しており、重要性
はないと判断しております。

　建設会社の経営者としての豊富な経験と幅
広い見識を有しており、当社の経営について指
導、助言、監視を頂ける人物に適任であると判
断し、選任しております。

指名委員会又は報酬委員会に相当する
任意の委員会の有無

あり

任意の委員会の設置状況、委員構成、委員長（議長）の属性

委員会の名称 全委員（名）
常勤委員（
名）

社内取締役
（名）

社外取締役
（名）

社外有識者
（名）

その他（名）
委員長（議
長）

指名委員会に相当
する任意の委員会

指名報酬委員会 3 0 1 1 1 0
社内取
締役

報酬委員会に相当
する任意の委員会

指名報酬委員会 3 0 1 1 1 0
社内取
締役

補足説明

　当社は取締役及び監査役の指名・報酬等に係る取締役会の機能の公正性・透明性・独立性・客観性を高めるとともに説明責任を強化し、コーポ
レートガバナンスの充実を図るため、任意の指名報酬委員会を設置いたしました。当委員会は、取締役会が選定した３名以上の取締役又は監査
役で構成され、当委員会の過半数は、独立社外取締役又は独立社外監査役としております。尚、独立社外監査役は「社外有識者」として表記して
おります。



【監査役関係】

監査役会の設置の有無 設置している

定款上の監査役の員数 5 名

監査役の人数 3 名

監査役、会計監査人、内部監査部門の連携状況

　監査役と会計監査人である有限責任監査法人トーマツは、会計監査人の本社往査の都度、ミーティングを行い、監査結果の説明や監査方針及
び監査計画についての意見交換等を行い連携を密にしております。監査役は、会計監査人からの指摘事項の把握に努め、適切かつ円滑な監査
が行われるよう社内整備を推進するなどして連携を図っております。また、監査役と内部監査室との連携は、必要不可欠であるという認識のもと、
内部監査室の監査については監査役と監査方針を打ち合わせし、重点的な監査項目の意見交換や監査結果、改善指導事項及び改善状況につ
いて書面または、口頭で報告を受け連携を図っております。

社外監査役の選任状況 選任している

社外監査役の人数 2 名

社外監査役のうち独立役員に指定され
ている人数

1 名

会社との関係(1)

氏名 属性
会社との関係(※)

a b c d e f g h i j k l m

大野　繁樹 他の会社の出身者 ○

時枝　和正 弁護士

※　会社との関係についての選択項目

※　本人が各項目に「現在・最近」において該当している場合は「○」、「過去」に該当している場合は「△」

※　近親者が各項目に「現在・最近」において該当している場合は「●」、「過去」に該当している場合は「▲」

a 上場会社又はその子会社の業務執行者

b 上場会社又はその子会社の非業務執行取締役又は会計参与

c 上場会社の親会社の業務執行者又は非業務執行取締役

d 上場会社の親会社の監査役

e 上場会社の兄弟会社の業務執行者

f 上場会社を主要な取引先とする者又はその業務執行者

g 上場会社の主要な取引先又はその業務執行者

h 上場会社から役員報酬以外に多額の金銭その他の財産を得ているコンサルタント、会計専門家、法律専門家

i 上場会社の主要株主（当該主要株主が法人である場合には、当該法人の業務執行者）

j 上場会社の取引先（f、g及びhのいずれにも該当しないもの）の業務執行者（本人のみ）

k 社外役員の相互就任の関係にある先の業務執行者（本人のみ）

l 上場会社が寄付を行っている先の業務執行者（本人のみ）

m その他



会社との関係(2)

氏名
独立
役員

適合項目に関する補足説明 選任の理由

大野　繁樹 　

　当社は、大野繁樹氏が代表取締役を勤
める株式会社トータル・メディカルサービス
と賃貸借契約を締結し、賃貸料を受け取
っておりますが、一般的な取引条件と同等
かつ金額は僅少であることから、重要性
はないと判断しております。

　医薬品関連の会社の経営者としての豊富な
経験と幅広い見識を有しており、当社の監査体
制の強化に相応しい人材として招聘しておりま
す。

時枝　和正 ○ ―――

　弁護士としての職歴やリーガル的知識などか
ら、会社が社会に対して公正な役割を果たして
いるかを監督するという観点から当社の社外監
査役として相応しい人材として招聘しておりま
す。また、独立性の要件を満たしており、一般
株主と利益相反が生じるおそれがないことなど
から独立役員として指定しております。

【独立役員関係】

独立役員の人数 2 名

その他独立役員に関する事項

―――

【インセンティブ関係】

取締役へのインセンティブ付与に関する
施策の実施状況

実施していない

該当項目に関する補足説明

　当社は、任意の指名報酬委員会を設置しており、客観性・透明性ある手続に従い、報酬制度を設計し、具体的な報酬額を決定しております。中
長期的な業績と連動する報酬につきましては、持続的な成長に向けた健全なインセンティブとして機能するよう必要に応じて検討してまいります。

ストックオプションの付与対象者

該当項目に関する補足説明

―――

【取締役報酬関係】

（個別の取締役報酬の）開示状況 個別報酬の開示はしていない

該当項目に関する補足説明

　有価証券報告書において、取締役及び監査役の人数と年間報酬の総額を開示しており、社外取締役及び社外監査役についてもその人数と年
間報酬額を開示しております。

2021年３月期　役員報酬

　取締役報酬額　　 75,300千円（社外取締役を除く）



　監査役報酬額　　 7,650千円（社外監査役を除く）

　社外役員報酬額 　 2,880千円

報酬の額又はその算定方法の決定方針
の有無

あり

報酬の額又はその算定方法の決定方針の開示内容

　当社は役員の報酬等の額の決定に関する方針を定めており、当該方針に従い、役員の担当する職務、業績、貢献度等の要素を総合的に勘案
して役員の報酬等の額を決定しております。役員の報酬等は、固定報酬のみで構成されております。

　当社の役員の報酬の額の決定に当たっては、中長期的な事業拡大による成長のため内部留保の充実を念頭に、代表取締役は、会社の業績・
各役員の職務内容・在任期間等を総合的に検討して、役員の報酬の額を提案し、任意の指名報酬委員会の審議・答申を経て、取締役の報酬は
取締役会、監査役の報酬は監査役会にて協議の上、決定しております。取締役の報酬限度額は、2002年5月28日開催の第21期定時株主総会に
おいて、年額300百万円以内、監査役の報酬限度額は、2004年6月25日開催の第23期定時株主総会において、年額100百万円以内と決議してお
ります。

【社外取締役（社外監査役）のサポート体制】

　社外監査役から要請があった場合には、当社の社員より監査役補助者を選任し、その監査業務の執行をサポートすることとしております。

【代表取締役社長等を退任した者の状況】

元代表取締役社長等である相談役・顧問等の氏名等

氏名 役職・地位 業務内容
勤務形態・条件

(常勤・非常勤、報酬有無等)
社長等退任日 任期

――― ――― ――― ――― ――― ―――

元代表取締役社長等である相談役・顧問等の合計人数 ― 名

その他の事項

当社は、株式会社シダーの創業来、代表取締役社長等を退任した者が存在しないため、該当事項はありません。

２．業務執行、監査・監督、指名、報酬決定等の機能に係る事項（現状のコーポレート・ガバナンス体制の概要）

（1）取締役会

　取締役６名(うち社外取締役２名）で構成されており、定例の取締役会を月１回及び必要に応じて臨時に開催し、経営の全般につき迅速な意思決
定を行っております。なお2013年11月１日より、代表取締役を２名選任し、経営体制のさらなる強化を図っております。

（2）監査役会

　監査役３名（うち社外監査役２名）は、四半期ごとに監査役会を開催し、取締役の職務執行が、適正に行われているか等の報告を受け、検討や
意見交換をおこなっております。また、月1回開催される取締役会にも出席しており、必要に応じて意見を述べるとともに、重要な書類等の閲覧、事
業所等の往査を行うなど、その監視機能を発揮しております。

（3）監査の状況

　社長直轄の内部監査室（６名）を設置し、計画的な内部監査活動を実施することで、法令遵守や業務上の過誤による不測の事態の発生を予防
するとともに、業務改善と経営効率の向上を目指しております。

　また、会計監査については、会計監査人として有限責任監査法人トーマツを選任しており、定期的な監査のほか、会計上の課題については随時
確認を行い会計処理の適正化に努めております。さらに税理士や弁護士とも顧問契約を締結しており必要に応じて適宜アドバイスを受けておりま
す。

（4）報酬額の決定

　　当社は役員の報酬等の額の決定に関する方針を定めており、当該方針に従い、役員の担当する職務、業績、貢献度等の要素を総合的に勘案
して役員の報酬等の額を決定しております。役員の報酬等は、固定報酬のみで構成されております。

　当社の役員の報酬の額の決定に当たっては、中長期的な事業拡大による成長のため内部留保の充実を念頭に、代表取締役は、会社の業績・
各役員の職務内容・在任期間等を総合的に検討して、役員の報酬の額を提案し、任意の指名報酬委員会の審議・答申を経て、取締役の報酬は
取締役会、監査役の報酬は監査役会にて協議の上、決定しております。取締役の報酬限度額は、2002年5月28日開催の第21期定時株主総会に
おいて、年額300百万円以内、監査役の報酬限度額は、2004年6月25日開催の第23期定時株主総会において、年額100百万円以内と決議してお
ります。



３．現状のコーポレート・ガバナンス体制を選択している理由

　現状の体制を採用している理由としましては、事業内容及び会社規模等に鑑み、業務執行機能と監督・監査機能のバランスを効率的に発揮す
る観点から、上記のような体制が当社にとって最適であると考えているためであります。

Ⅲ株主その他の利害関係者に関する施策の実施状況

１．株主総会の活性化及び議決権行使の円滑化に向けての取組み状況

補足説明

その他
　株主総会における質疑応答では、議長より積極的に発言を促すよう努力しておりますが
、今後も多くの株主が参加していただけるよう、様々な施策を検討しております。

２．ＩＲに関する活動状況

補足説明

代表者
自身に
よる説
明の有
無

個人投資家向けに定期的説明会を開催
　年に１回程度、代表取締役が個人投資家向け説明会に参加し、会社の業績
や見通しなどを説明、意見交換を実施しております。

あり

アナリスト・機関投資家向けに定期的説
明会を開催

　中間、本決算の短信発表後、速やかにアナリスト・機関投資家向けに会社説
明会を実施し、代表取締役自らが業績の内容、今後の見通し等について説明
しております。

あり

IR資料のホームページ掲載
　適時開示資料や会社説明会等に用いたIR資料は、速やかに自社HPのIRサ
イトに掲載しております。

３．ステークホルダーの立場の尊重に係る取組み状況

補足説明

社内規程等によりステークホルダーの立
場の尊重について規定

　当社は、株主や投資家の皆様、サービスを提供する利用者や取引先等、すべてのステー
クホルダーの信頼を獲得するため、「株式会社シダ一行動指針」を定め、法令順守及び業
務の適正を確保し、誠実な企業活動を行うこととしております。

Ⅳ内部統制システム等に関する事項

１．内部統制システムに関する基本的な考え方及びその整備状況

内部統制システムに関する基本的な考え方及びその整備状況

１．取締役及び使用人の職務の執行が法令及び定款に適合することを確保するための体制

　（１）当社は、企業行動指針を定め、リスク管理及びコンプライアンスに関する体制を全体に統括する組織として、社長を委員長とするコンプライ
アンス・リスク管理委員会を設置する。

　（２）コンプライアンスに関する体制を整備するため、コンプライアンス管理規程を定め、周知・徹底する。

２．取締役の職務の執行に係る情報の保存及び管理に関する体制

取締役の職務執行に係る文書その他の情報について、法令及び文書・情報に係る社内規程に従い、適切に保存・管理を行う。

３．損失の危険の管理に関する規程その他の体制

　（１）当社の経営に重大な影響を及ぼす全社のリスクを把握し管理を行うため、リスク管理規程を定め、社長を委員長とするコンプライアンス・リス
ク管理委員会を設置する。

　（２）リスク管理規程に基づき、リスク管理に関する体制にかかる責任者、及び各部門内のリスク管理に係るリスク管理担当者を定め、リスクを適
時に認識・把握し、適切な対応を行う。

４．取締役の職務の執行が効率的に行われることを確保するための体制

取締役会を月１回定時に開催し、また必要に応じて適宜臨時に開催し、法定事項のほか、業務執行に関する基本事項・重要事項の方針について
決定する。

５． 当社及び子会社から成る企業集団における業務の適正を確保するための体制

　（１）当社の内部監査部門は、定期的に子会社の業務監査を行うことに加えて、コンプライアンス・リスク管理体制等に関しても監査を実施し、そ



の結果を代表取締役社長及び常勤監査役に報告する。

　（２）子会社の経営活動上の重要な意思決定事項については、当社の取締役会に報告し、承認を得て行う。

６．監査役の職務を補助すべき使用人に関する体制と当該使用人の取締役からの独立性に関する事項

　（１）監査役の求めにより、監査役の職務を補助すべき使用人として、監査役補助者を設置することができる。

　（２）取締役からの独立性を確保するため、監査役補助者の人事等については、監査役と事前に協議し決定する。

７．取締役及び使用人が監査役に報告をするための体制その他の監査役への報告に関する体制及び監査役の監査が実効的に行われることを確
保するための体制

　（１）取締役または使用人は、監査役に対して、法定事項のほか、当社に重大な影響を及ぼす職務の執行の状況について報告する。

　（２）当社グループの取締役及び使用人は、法令に従い、会社に著しい損害を及ぼすおそれのある事実があることを発見したとき、または不正事
故等が発生したときは、ただちに当社監査役に報告する。

　（３）監査役は、取締役会の他、重要な会議に出席し、業務の執行に関する重要な文書を閲覧し、必要に応じて取締役又は使用人にその説明を
求める。

　（４）監査役は、当社の会計監査人から会計監査内容について説明を受けるとともに、情報の交換を行う等連携を図っていく。

８．当社監査役へ報告した者が報告を理由として不利な取扱いを受けないことを確保するための体制

監査役へ報告を行なった当社グループの取締役及び使用人に対し、当該報告を行なったことを理由として不利な取扱いを行なうことを禁止し、そ
の旨を当社グループの取締役及び使用人に周知徹底する。

９．当社の監査役の職務の執行について生じる費用又は債務の処理に係る方針に関する事項

監査役がその職務について、当社に対し費用の前払い等の請求を行なった場合、当該請求に係る費用又は債務が当該監査役の職務の執行に
必要でないと認められた場合を除き、速やかに当該費用等の処理を行なう。

　上記の内部統制システムを整備することによって、不測の事態や業務上の人為的な過誤を未然に防ぎ、株主や投資家の信頼を失うことが無い
よう、全社を挙げて内部統制システムの確立に取り組み、運用の徹底を図ってまいる所存です。

２．反社会的勢力排除に向けた基本的な考え方及びその整備状況

　当社は、「株式会社シダー行動指針」において反社会的勢力との関係遮断を明記しております。また当社は、「福岡県企業防衛対策協議会」に
入会しており、警察等関係機関とも定例会などを通じ、反社会的勢力の排除に向けた連携を図っております。

Ⅴその他

１．買収防衛策の導入の有無

買収防衛策の導入の有無 なし

該当項目に関する補足説明

　敵対的買収防衛策については、他の株主利益を損なう場合もあることから、具体的な導入の検討はしておりません。現在は業績向上と積極的な
情報開示により、企業価値を高めることが、買収防衛に資するものと考えております。

２．その他コーポレート・ガバナンス体制等に関する事項

「内部統制システムに関する基本的な考え方及びその整備状況」をご参照ください。



・コーポレートガバナンス体制の模式図
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・適時開示体制の概要　模式図
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